
 

小樽商科大学保健管理センター規程 

 

（平成２５年３月１２日制定） 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 小樽商科大学学則第６条第２項の規定に基づく小樽商科大学保健管理センター（以

下「センター」という。）の管理運営に関する必要な事項は，この規程の定めるところに

よる。 

 （目的） 

第２条 センターは，小樽商科大学（以下「本学」という。）の学生及び教職員の健康の増

進，疾病の予防及び早期発見その他保健管理に関する専門業務並びに障がいのある者（障

害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する者をいう。）への支援を

行うことを目的とする。 

 

   第２章 業務及び組織 

 （業務） 

第３条 センターは，次の業務を行う。 

  (1) 定期及び臨時の健康診断  

  (2) 健康診断の事後措置等健康の保持増進についての必要な指導 

  (3) 健康相談及び指導助言 

  (4) 精神衛生に関する相談及び指導助言 

 (5) 応急処置 

  (6) 感染症の予防及び学内の環境衛生の改善 

  (7) 飲酒及び薬物乱用防止等に関する教育及び啓発 

  (8) 学内の保健管理に関する実施計画の企画及び立案 

  (9) 保健管理の充実向上のための調査研究 

  (10) 障がいのある者への支援 

(11) その他保健管理及び障がいのある者への支援に関して必要な専門的業務，教育及び啓 

    発 

 （組織） 

第４条 センターに，障がいのある本学学生（入学志願者を含む）のために小樽商科大学保

健管理センター特別修学支援室（以下「支援室」という。）を置く。 

２ 支援室に関する必要な事項は，別に定める。 

第５条 センターに次の職員を置く。 

  (1) 所長 

  (2) 専任教員（医師の資格を有する教授又は准教授） 

  (3) 専任教員（教授又は准教授） 

  (4) 医療技術職員（看護師等の資格を有する者） 

  (5) カウンセラー 



 

(6) その他必要な職員 

２ 所長は，センターの業務を掌理する。 

３ 専任教員（医師の資格を有する教授又は准教授）は，第３条各号に掲げる業務のほか，

次の各号に掲げる業務を行う。 

  (1) 学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）に定める学校医としての業務 

  (2) 労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）及び国立大学法人小樽商科大学職員

安全衛生管理規程に定める産業医としての業務 

４ 専任教員（教授又は准教授）は，小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程第

３条各号に掲げる業務を行う。 

５ 医療技術職員は，第３条各号に掲げる業務を行う。 

６ カウンセラーは，精神衛生に関する相談等の専門的業務を行う。 

（所長の選任等） 

第６条 所長は，本学専任教員又は役員のうちから第８条に規定する運営委員会が推薦し，

学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会の議を経て，学長が選任する。 

２ 所長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 所長に欠員が生じた場合は，これを補充し，その任期は前任者の残任期間とする。 

 （学校医等の委嘱） 

第７条 学校医及び産業医に欠員が生じた場合は，所長の推薦に基づき，次条に規定する運

営委員会の議を経て学長が委嘱する。 

２ カウンセラーは，所長の推薦に基づき次条に規定する運営委員会の議を経て学長が委嘱

する。 

 

   第３章 運営委員会等 

 （運営委員会） 

第８条 センターに，センター業務の運営に関する必要な事項を審議するため，運営委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第９条 委員会は，次の事項を審議する。 

 (1) 学生及び教職員の保健管理の基本方針に関する事項 

 (2) センターの事業計画に関する事項 

 (3) 所長候補者の推薦に関する事項 

  (4) センターの専任教員の選考に係る基本方針に関する事項 

  (5) 学校医，産業医及びカウンセラーの選考に関する事項 

  (6) 障がいのある者への支援に関する事項 

(7) その他センターの運営に関する事項 

 （組織） 

第１０条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

  (1) 所長 

  (2) 教育担当副学長 

(3) センターの専任教員（医師の資格を有する教授又は准教授） 



 

(4) センターの専任教員（教授又は准教授） 

  (5) 学長が指名した教員 ３名 

  (6) 教務課長 

  (7) 学生支援課長 

(8) 総務課長 

(9) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 （任期） 

第１１条 前条第５号及び第９号に掲げる委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合は，これを補充し，その任期は前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第１２条 委員会に委員長を置き，所長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長が指名する委員がその職務を代行する。 

 （議事） 

第１３条 委員会は，委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

３ 委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことがで

きる。 

（専門部会） 

第１４条 センターは，委員会の下に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に関する必要な事項は，別に定める。 

 

   第４章 雑則 

 （事務） 

第１５条 センターに関する事務は，学生支援課において，各課室の協力を得て行う。 

 （雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，運営委員会

の議を経て所長が定める。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際現に所長である者の任期については，第５条の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

   附 則 

この規程は，平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 


